
警監事言十璽輯麗等改革基本法案

住民参加による、地域にふさわししE

都市計画@まちづくりを促す戦略的法案



都市計蕗制度等設革基本謹嚢 一都市法改革の戦略法案一

概要:都市計画法、建築基準法等(以下「都市計画制度等J)の改革について

①基本理念、基本方針、その他の事項を定めるとともに

②都市計画制度等改革推進本部を設置することにより

総合的に推進する。施行後二年以内に必要な法改正を行う。 、 ， 
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0都市法とは、都市計画法、建築基準法を中心とした約60
本近い法律の体系。

O現行都市法は、戦後の人口増加と高度経済成長を支える法

律として立法化された。(建築基準法:昭和25年、都市

計画法:昭和43年)

・都市計画法は、国土利用計画法に基づいて都市地域を対

象に、土地利用規制や都市施設や市街地整備事業の都市

計画事業を担う法律。

・建築基準法は、具体的な建築規制と建築物の衛生、構造、

設備等について最低限の基準を定める法律。

0都市法は、制定後約半世紀を迎えている。人口増加、都市
膨張時代から、人口縮小、都市縮小時代を迎え、成熟社会、

市民社会を支える法として抜本改正を行う必要がある。

0地方自治法等の改正により地方分権の推進に見合った都市

法改正が求められている。
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国土関連の法律 認識ぷ 関連法
: (冨土形成計画法、国土利用計画法)ケ地駅(農振法、森林法)
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1都市計画法:緩ゐ総 関連法
I丹駅:(景観法、都市再生特別措置法)
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; 建築基準法 ; 

関係法令

: (バリアフリー法):

璽寵譲震龍

-中丸統制により都市拡大を支えてきた都市法は、

転換期を迎えている。
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.区市町村への分権の遅れ

とれまでの都市計画・建築における分権は、中央官僚の権限を保

持したままでの分権。(例:r線引き」は都道府県の権限、用途地

域はメニュー方式で、市町村は選択権があるだけ、市町村マスタープ

ランは決定されない)

-画一的な基準

開発許可の対象や基準、建築確認の基準は画一的で、自治体の条

例制定権を制約している。(例:小学校がパンク寸前なのにマンショ

ン規制は困難)

.残る「機関委任事務」

国の検定による資格者である建築主事が法律にもとづいて建築確

認。(例:地域に合わない建築物や超高層マンションも区市町村で、

はコントロールできない。)

.都市の無秩序な拡大を制御できない

無秩序に都市は拡大し、無秩序にビルは高層化し、醜い都市になっ

ている。(例:現行法ではコンパクトシティは絵に描いた餅)
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一挙:・地方創生、地域活性化には、自治体の裁量権を認め j
厨

;る都市法の改正が不可欠
E 

匂 “

ロ2自国園回国固組臨口明白白閏""回"'""，，困胆開閉"''''，，'''，，'''..'''回E聞"""，回国="=凶調関"固E呂田巴ヨ園出司祖国'""''' "''' c; 

一 試・町村の都向一…位置づけの強時効性:

の確保

(都市マスタープランで都市のビヲョンを共有化、マスタープラン

;に基づいて開発許可、建築許可)

:・区市町村への包括的分権口条例制定権の拡大

一挙j(都市法による条例制定権の制約を廃止し、区市町村にまちづくり ; 
:権限を包括的に委譲する)
回
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:・裁量権のある開発許可、建築許可制度

血幹(開発許可や建築許可の対象、基準、手続きを区市町村が定める。 ; 

i定量的基準に加えて地域特性に相応しい定性的基準を加える。)

:e人口減少時代に見合った都市の質を実現できる法制度
一挙:(都市の質を競う時代。都市の質は地域により異なる。市民参加、 : 

;市民提案制度を充実し、市民と行政の協働により都市の質を実現 ; 

:できる制度づくり。)
2 ， 
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~O人口減少社会に対応した都市:

法改革の必要

'0国土全体の都市化に対応した;
都市法改革の必要

o都市へのプライドを支える H都:
市の質11 11都市の美"の形成

o社会を支える都市コミュニティ
の形成

函

昌悶..波ロ国国..国自問自均..

" 011都市の質・文化"の形成を ; 
目的とした法

:0国土全体に都市法を適用
:0都市計画法と建築基準法の役;
割分担の明確化

ョ O地域の'まちづくり力H が発揮:
できる法に

二:場:::
:0都市計画法、建築基準法、関;
:連法の改正が必要

;長J J 

:0都市制度改革戦略法 : 

ー改正戦絡を規定

;・法改正の義務付け

い組織規定
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;目的、基本理念

司「地域の自然、歴史、文化等の特性にllPした美しく安心な都市の保全及び創造」を位置づける。 . 
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法改正義務 ロ

;施行後、 2年以内の改Eを義務付け ; 

:区市町村の都市マスタープランの位置づけの充実と位置付けの強化を義務付け

."都市の質"を描く都市マスタープランへ。・区市町村マスタープランで、都市計商法の方針、開発や建築の許可の原則等(定;

性的基準を含む)を定める。 ・市民参加を経て、議会の議決。 ・市民提案制度の創設。 . z 
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;都市計画決定の主体、トップダウンからボトムアップ構造へ ; 

-都市計画区域指定、線引き等の都市計画は区市町村権限とする(分権推進)。

・再開発、区画整理、都市計画道路等の都市計画についての見直し規定 (10年来着工の自動廃止)。

:・都市計画委員会(常設)の設置。

-上位計画との適合規定から調和規定ヘ、それに伴い調整機関を設置。
ロ
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:都市マスタープランの実効性の確保/開発許可と建築許可

;・開発行為の定義、基準を、区市町村の条例で付加(包括的委任)できる。

・開発の原則(都市マスタープラン)=争条例キ開発許可の基準

-建築許可制度/ 建築の原則(都市マスタープラン)二争条例中建築許可

;・開発許可基準、建築許可基準に定量的基準に加え定性的基準を定めるととができるものとする

・開発や建築の手続きを市町村の条例で定める， 
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i主)①建築基準法詩集団規定を都市計画法へ移動、単体規定は残す乙とによって、技術法としての性格を鮮明Lこする。単体規定は、引き続き建
築確認。

②建築許可の対象は、自治体ごとに条例で定める。

;改革推進本部の設置 : 

-内題に本部を設置

・本部長、副本部長、本部員(政府倶uのほか、民間から登用)

一

@地方分権の本旨に基づくとともに、地域再生、地方創

生を自的として、都市計画・まちづくりにおける地方自治

を確立する。

これまで都市法改正により徐々に地方分権は進んできましたが、地域再生、

地方創生のためには、抜本的に区市町村の権限の拡充と、市民参加と協働

による都市・まちづくり制度の拡充が必要です。

@区市町村の都市マスタープラン (MP)を拡充する。

例)市民提案、市民参加、そして議会議決を経て都市MPが都市計画決定

される。公定化されることにより、子育て世代を重視した方針を掲げる都市

MPが、都市のビ、ジョンとして市民、議会、行政で共有化され、「地域が皆

で実現しよう」と言う意識が醸成される。

@都市マスタープラン (MP)の実効性を高める

例)子育て世代を重視した方針を掲げる都市MPにより、市による建築許可で、

民間が建築するマンションの1階に託児所、高齢者の託老所、そしてNPO

のカフェが整備され、地元の NPOや社福法人が経曽するととになる。
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都市計画決定主体

;これまで

;・都市計画は市町村の権限とされながら、都道府県の権限が強かった

l・第 13条 適合義務(トップダウン構造)
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:地域主権改革法による権限委譲(2011) 

:・三大都市圏の用途地域等について、都道府県から市町村への権限委譲(ただし、

; 特別区を除く)

:・区域区分(線引き)について、都道府県から指定都市へ権限委譲

;・市の都市計画については、都道府県知事の同意を要しない協議とする
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:改正案 ; 

• r都市計画は、市町村(特別区含む)の権限」へ : 

1・調整機関の設置(他の自治体、県、国との調整)
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議会の議決区市町村

都市マスヲープラン
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， .都市計画区域

:・準)都市計画区域

(・線引き
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; 区市町村の 国

都市マスタープラン

区市町村の条例

開発許可、建築許可の対象、 : 
基準、手続

唱島区市町村の都市マスタープラン
.都市計画決定の対象

・市民提案制度の創設、市民参加制度の充実

.都市計画委員会制度の創設

-議会議決

・実効性の確保(すべての都市計画は区市町村の権

限とし、都市計画は都市MPとの整合を義務付け)
・開発許可、建築許可の原則(地域性に基づく定性

的基準を含む)を都市MPで記述

・調整制度の創設(園、都道府県、他の自治体)

d 岡阿;建築暴準法で;
規定

建築確認

(技術規定)jLF塑i5J1ヨ空Ei

串(開発、建築時の)実効性の確保
・開発許可、建築許可の対象、基準、手続きを条例

で制定

-基準には定性手的基準も含む

・建築確認制度は、市町村による建築許可制度に移

行(単体規定は引き続き建築確認)
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市町村長

「定量的基準と定性的基準」って?

額襲撃護翠議 開発地内の公園緑地面積3%規定や色色を定量的に表す体系であるマンセル値なと激値により定められた基準。

鑓霊童襲警護警警 風景を形成する要素で数値化困難なもの、地域で歴史的に形成され残された緑地、樹木などで数値などで明確に定
めるととのできない文化的な価値基準。
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-建築基準法の集団規定は、都市計画関連規定であり建築基準法では M落ち着きH が悪いので

本来の位置である都市計画法に移動します。

・民聞の建築審査確認機闘が処理できる建築確認は、実質的に都市まちづくり制度であるので

区市町村による建築許可制度に改正します。

J 二:p司自活ヘ)
建築物係長訟:構造二日語備及び

(F自遠lζ関ずる最低の基準

建築基準法都市計画i去三三 λ 主…ヘ¥

都市計画の内容、手続、都市計画

制限、都市計画事業その他の都市

計画

目的

都市計画そのもので

あるので、都市計画

法に移動、建築許可

にする
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地域地区

用途地域、高度地区等

容積率、建ぺい率等

集団規定

iZE--
単体規定(技術的規定)

集団規定:建築物の用途、容積率、高さの制限や、建築の際の手続きなど都市計画関連規定でまちづくり規定ともよばれる。
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